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4. As viewed from Japan Anti-tuberculosis Association

 Toru MORI (Japan Anti-tuberculosis Association)

Leading into the decade of the 1950s, tuberculosis was the most widespread disease in 

Japan. However, Japan's economic strengths have greatly improved the social living 

standards, and therapeutic drugs to combat tuberculosis became widely available. The 

mortality rate for tuberculosis is now one-fiftieth of what it was immediately after World 

War II. Today, tuberculosis has almost been forgotten by physicians.

A very important consideration at hand is the fact that the current administration 

overseeing the care of tuberculosis in Japan is operating upon the basis of an anti

-tuberculosis memorandum presented to the Japanese Government by the Allied Forces on 

March 17, 1947. The only revision to the memorandum was a completely revised law for the 

prevention of tuberculosis appended on March 31, 1951. Since the state of tuberculosis is 

now in an entirely different context than at that time, the administrative operations are 

well out of date.

Professionals in the medical field who are actively engaged in the diagnosis and 

treatment of tuberculosis in Japan organized a panel discussion with the Ministry of Health 

and Welfare and the Japan Anti-Tuberculosis Association (the current administration) to 

confer concerning the future perspectives of operations. The opinions and suggestions of 
each speaker are summarized in the following.

1. Reconsider the effectiveness of health examination for the detection of tuberculosis.

2. Establish techniques to improve accuracy of tests to detect tubercle bacilli.

3. Reconsider the regulation of hospital ward for patients with tuberculosis.

4. Make efforts to minimize misdiagnosis of tuberculosis.

5. Establish a policy for managing patients in best state.

6. Problems of tuberculosis in the aged populations and foreign workers.

7. Reconsider a strategy of preventing tuberculosis (BCG, drugs).
These problems cannot be solved all at once. Careful consideration of each problem, and 

practing each problem positively are awaited.

Key words: Tuberculosis, Health examina

tion, Regulation of hospital ward, Misdi

agnosis, BCG

キー ワー ズ:結 核,健 康診 断,病 棟規 制,誤 診,

BCG

は じめ に

結核 は,明 治,大 正 か ら昭和20年 代 まで,わ が国最

多 の国民病で あった。 しか し,国 民経済の向上 による生

活環境 の改善,結 核 に有効 な薬剤 の普及 によって,結 核

によ る死亡 率 は第2次 世界大戦直後 の1/50の 状態 にま

で改善 され,結 核 とい う病気 は医師 か ら忘 れ られ よ うと

するまでの状況 にな っている。一方,現 行 の結核行政 は

昭和22(1947)年3月17日 連合軍総司令部 よ り日本政

府宛 に発 せ られた 『結核対策 強化 に関する覚書』 を基礎

に昭和26(1951)年3月31日 に全面改正 された結核予

防法に もとついて運営 されてい るとい う状況 である。 当

時 と今 日のわが国におけ る結核 の状況 を考 える と,行 政

の対応の遅れ ははな はだ しい ものであ ると言 わざるをえ

な い。

この ような状況をふ まえ,本 パ ネル ・デ ィスカ ッショ

ンにお いて は,今 後の結核対策を 目指 して,結 核 医療 の

現場か ら,今 日の結核行政 にお ける問題点の提起 をいた

だき,行 政(厚 生省,結 核予防会)と の対話の場 とす る

ことを企画 した。 しか しなが ら,本 パ ネルデ ィスカ ッシ

ョンの実際 の場 において は,発 表内容 ・時間 についての

事前 の打 ち合 わせ の徹底化 を意図 しなか ったため,発 表

に時 間を取 り過 ぎて,討 論 はおろか,後 半で は十分な発

表 もで きない との不始末 な結末 となった。発言 のため,
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結核予 防会 森 享副所長,厚 生省保健 医療局結核 ・感

染症対策室 苗村光廣技官,名 古屋市大 山本正彦教授

の御 出席 を頂 きなが ら,誠 に申 し訳 のないこととなった。

すべて,本 パ ネル ・ディスカ ッシ ョンの企画者で あり,

司会者で ある泉孝英の責任 によるものであ り,お 詫び申

しあ げた い。 また,本 記録の作成 にあた って は,原 稿を

いただ けない,あ るい は大幅な リライ トを要 す る原 稿 も

一部 にあ り
,こ のため,私 の責任 において作成 した諸先

生 か ら頂戴 した原稿 の とりま とめを もってパネル ・デ ィ

スカ ッション記録 とさせていただ くこととした。併 せて

御了解 いただ きたい。

1.　健康管理の立場か ら

神戸市健康保険組合健康管理 セ ンターの内藤裕子氏 は,

神戸市お よび市の外郭団体の職員 ・嘱託 ・アルバイ トと

雇用形態の異な る集団約1万7,000名 を対象 とした過去

3年 間の健診業務の経 験か ら,結 核対策 をめ ぐるい くつ

かの問題点 を指摘 された。

(1)　質 的診 断ので きる読影 医の養成

1990年 度 よ り,労 働安 全衛 生規 則 の改正 によ り,間

接撮影 および読影 が,外 部 の検診機関へ委託 され るよ う

になったが,読 影が確実 に行 われて いるか につ いて は,

問題点が ないわ けで はない。検診機関 に限 らず,結 核の

激減 とともに,胸 部X線 写真の読影医の減少,読 影能力

の低下 は,懸 念 されて きた ところであ る。疾患の早期発

見を 目指 しての健康診断の普及に対応す るだ けの読影 医

の養成 を含 めた十分 な処理 能力の拡充 が要請 され る。

(2)　読影 時活 用で きる個人 デー タの整備

読影 時に,過 去 の記録 を早急 にチェ ックする ことがで

きれば,き わめて効率 的であるが,必 ず しも過去 の記録

の活用が容易 ではない状況 にあることが一つ の問題点で

ある。

(3)　受診 しやす い健診体制づ くり

健康診断 の重要性が指摘 され る一方で,職 場での能率

化が要請 され る現在,健 診のみな らず,有 症状時 に受 診

しやす い体制の確立が必要であ る。

2.　医療機関の立場か ら

(1)　入 院治療 を中心 に

国立療養所 山陽荘病院 の長崎美弥子氏 は,山 口県 にお

ける結核治療 の中核病院 である山陽荘病院 における1949

年以降 の入院患者 の動 向につ いて,以 下 のようなまとめ

を報告 され た。

(1)　結核患者数 の減少 と在院 日数の短縮化が進み,結 核

病棟の空床化が著明であ る(図1,2)。

(2)　最 近10年,新 登 録患 者数お よび新入院患者数 の減

少率 は鈍化 してい る。

(3)　入院患者の菌陽性率 は高 く,空 洞 を認 める例 も多 い。

この原 因 としては,結 核治療 が外来 中心 に移行 したこと

もあるが,結 核 に対 する医師の関心 の希薄化 による診断

の遅 れが関係 していると ころ も大 きい。

(4)　患者 の高齢化が著 しく,合 併症 をもっ患者 も多 く,

しば しば合併症 の方が重篤で ある。

(5)　結核病棟での死亡者の大半 は入院3カ 月以内で,死

因の60%は 結核以外の疾患であ る(図3)。

この ような状況を踏 まえて,今 後 の結核対策 に望 まれ

ることとして,以 下 に要約 され る問題点 を指摘 された。

(1)　結核病棟 の効率 的な運営 と専 門的治療 の面 か ら結

核患者収容施設 の集約化。菌 陽性者 ・重篤 な合併症 を有

する症例 は中核病院へ,菌 陰性化す れば一般病院へ転送

す る。国立療養所 の有効的 な活用 を図 る。

(2)　在院期間 の短縮化 と後遺症 の面か らも早期発見 ・早

期治療の ための検診体制の確立。

(3)　結核 に関心の薄い若手医師 ・一般開業医に対す る啓

図1　 年次別一日平均入院患者数(国 療山陽荘病院)
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図2　 年次別平均在院日数

図3　 結核病棟での死亡例(国 療山陽荘病院)

蒙活動。

(2)　外来治療を中心 に

長浜赤十字病院 の杉本幾久雄氏 は,滋 賀県で結核 の外

来 治療 を行 って いる23病 院 を,1990年5～7月 の3カ

月 の期間 において受診 した425症 例 を対象 と して行 われ

た以下 のよ うな結核外来治療患者 の実態調査成績 を報告

された。

(1)　性別:男 子 は女子 の約2倍 であ る。

(2)　年齢:男 子 は60歳 代,次 いで70歳 代が多い。女子

は70歳 代,次 いで60歳 代,50歳 代が多 い。

(3)　病型:学 会分類のI,II型19%,III型35%,IV,V

型46%と,当 然 のことなが ら軽症例が多か った。

(4)　治療期間 と年齢 との関係

治 療期 間1～2年 は30歳 以下 の患者 に多 く,3～5

年 あ るいは5年 以上 は50歳 以上 の高年齢 に多 い。

(5)　化学療 法の組 合せ

最 も多 いの はINAH+RFPとINAH単 独 であ り,

次 いでINAH+RFP+EBとINAH+EBで あ った。

また,杉 本氏 は患者調査 と併せて,同 時 に行 った主治

医 を対 象 と して結 核 問題 に関 す るア ンケー ト調査成績

(表)を 示 され た。

杉本氏 は,以 上 の患者実態調査 と主治医 の意見 を併せ

て,わ が国における結核対策 の問題点 につ いて,以 下 の

よ うな問題 点を指摘 された。

(1)　結核を軽視 しがちな社会 の風潮 に歯止 めをかけ る。

(2)　集団検診を さらに徹。底 して実施 し,早 期発見に努め

ること。 あらゆ る機会を とらえて国民 に年1回 は必ず レ

ントゲ ン検査 を受 けるように指導 と啓蒙を行 うこと。

(3)　短期化学療法 を主軸 とす る初期治療 を徹底的 に行 う

こと。 このためには,関 係者 に対 して,結 核化学療法 の

在 り方 を重 ねて教育 する必要 がある。

(4)　大学 におけ る医学教育 の過程 のなかで結核 に関する
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表　 結核問題 に関す る医師への ア ンケー ト

教育・ ことに胸部 レン トゲ ン読影 に関 しては,持 続 的な

研修 を積 み重 ねる ことが必要 である。 そ して,い わゆる

Doctor-delayと 言 わ れ る症 例 を な くす ことが 目標で

あ る。

(3)　結 核の誤 診をめ ぐって

京都大学胸部疾患研究所 の松井祐佐公氏 は,肺 結核症

は診断学 ・治療学がす でに確立 され ている疾患で あるに

もかかわ らず誤診例が増加 して いる。その理由 と して,

戦後,結 核 に対す る医療の進歩 と,上 下水道な どの社会

環境設 備の充 実によ り,結 核患者数 は減少 の一途 をたど

った反面,医 師側 に結核 に対 する認識度 の低下 を もた ら

したとい う事実 を指摘 され た上で,結 核が他 の疾患 と誤

診 された誤診症例 を呈示 された。

症例 は,正 しく肺浸潤 を伴 う結核性胸膜炎症例であ っ

たが,胸 水 リンパ球増加所見か ら,免 疫学 に造詣の深い

某大 学病院内科の主 治医 はATLと 誤診 し,強 力 な化学

療法 を行 った結果,本 人 を就労不可能 な膿胸患者 に進展

せ しめた症例 である。

また,松 井氏 は,結 節影 に対す る診断上の問題点 につ

いて,自 験 例 での経 験,肺 癌 を疑 い開胸 術を行 ったが

56例 中,11例(20%)は,非 腫瘍性疾患(結 核 は8例)

であ った との経験 を中心 に問題点 についての考察 を試 み

ると ともに,確 定診断 のためには,積 極的 な開胸 もやむ

え ないとの見解 を示 され た。
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3.　保健所 の立場か ら

京都市下 京保 健所 の西川捨 己氏 は,保 健所業務 として

の結核管理の経 験か ら,今 後 の結核対策 において要請 さ

れ る事項 として,

(1)　発生届,入 退院届の励行

(2)　発生届 に塗抹検査成績,勤 務先名称 ・所在地を追加

す る。

(3)　健康診 断実施報告書 の提 出

(4)　老人保健法対象者 の公費負担 申請書 の提 出

(5)　活動性結核を診 断す る新 しい方法 の開発

(6)　培養期間の短縮法の開発

を指摘 され た。

4.　結核予防会の立場か ら

わが国におけ る結核対策 の実施機 関 としての活動 が位

置づ けられてい る結 核予 防会 の森亨氏 か らは,各 演者 が

とりあげた問題点の整理 として以下 の要 約が行 われた。

(1)　結核検診の在 り方

発見効率 は,対 象年齢 によってか なり違 うが,学 童年

齢 での発見率 は10万 対30～40程 度で,そ の上 の年齢で

も低 くな っている。 そ こで,定 期検診(無 差別検診)か

ら定期外検診(家 族検診)つ ま り選択 的検診 へ,対 象 の

効率的な集約化 は今後 ますます重要 な課題 とな るであろ

う。その際,定 期検診 の間引 きが定期外検診 まで も一緒

に軽視 され ることを助長す るような ことがあ って はな ら

ない。 この点で,オ ラ ンダのように定期検診が ほとん ど

ない国 です ら,新 登録患者 の1096以 上 を接触者検診で

発見 している ことを見逃 す ことはできない。

40歳 以上 の年 齢 で は,結 核検 診 は肺癌検診 に活用 さ

れ てお り,検 診 の効 果/リ スクのバ ランスにまず問題 は

ない。 ただ し,い ずれの使 い道 にして も精度管理が十分

行 われ,高 い質が確保 され ない限 り正当化 は危な いもの

である。

(2)　結核菌検査 の精度 向上

最 近10年 間 の結核 菌陽性肺結核罹患率 は,初 期 は横

ばい,こ の5年 間は増加傾 向へ と,懸 念 され る変化 をみ

せ てい る。新登録 肺 結核患者の菌陽性率 は1975年 頃の

2096以 下か ら89年 の37%へ と明 らか に上昇 してい る。

この傾向 の解釈 と して は,

(1)　結核 の低蔓延化 とと もに結核 の診断が慎重 に行われ

るよ うにな り,不 確実 なX線 診断 よ りも菌所見 による診

断が多 くな ることがある。以前 か ら,欧 米 では新 しい患

者 の70～80%が 菌 陽性 と比 べれば,こ の解釈 だけか ら

みたわが国の菌陽性率 はまだまだ低 い。

(2)　結核がハ イ リスク群 に集中化 したたあ極端 に進行 し

て しま う者 の比率 が高 くなる,と いうこともある。 これ

は,非 定型的な症例 の増加 と併せ て考 えることが できる。

また,同 じ抗酸菌症であ る レプラにお いて も低蔓延地 ほ

ど多量排菌型症例が多 いということが知 られて いる。

(3)　気管支ファイバース コープなどによる検査が普及 し,

そのために強制 的な菌 の検 出が行 われ,こ れが陽性例増

加 に寄与 してい る。

な どが挙げ られ る。

(3)　入院治療の在 り方

入院治療 につ いて は,一 般病院(一 般病床だ けを もつ

病 院)の"結 核 病室"に も,一 部収 容す ることが制度

化 されつつあ り,合 併症 を もった結核患者が多 くな りつ

っあ る現在,患 者 に とって も,医 療側 に とって も福音 と

言え る。

(4)　誤診の回避

現在,わ が国で登録 され る結核患者の うち約2%が,

登録後1年 以内 に結核で死亡 して いる。その少なか らぬ

部分 が診断 の遅 れで あ り,ま た,医 療行為 による発病 ・

悪化 もときにみ られる。卒業後 の医学教育 のなかで結核

に正 当な位 置づけを与 え ることが必要 である。 また,行

政 もサーベイ ランス情報 の還元 な どによ って医師に結核

の流行状況 に対す る注意喚起を計 るべ きであ る。

(5)　患者管理の在 り方

ハ イ リスク群 と して の社会的問題例が相対的 に増加 し

てお り,短 期治療 の時代 とはいえ,患 者管理(患 者 コ ン

プライアンス)の 重要性は大きい。 同時 に,患 者 の信頼 ・

協 力を得 るために も,医 師は最 も適正 な治療 を行 うべき

であ り,そ の点で,医 師の コンプ ライア ンス も重要 であ

る。行政が これ らに関す るサー ビスを行 う基礎 とな る発

見患者 の届出や病状報告な どの協力 も同様であ る。

(6)　高齢者 ・外人結核

高齢者 においては,菌 陽性,特 に塗抹陽性例が実数 の

みでな く,人 口対率 で も,コ ホー トでみて も年 々増加 し

てい る。 これ は,こ れまでには見 られなか った ことで,

近年高齢者の結核 に対す る抵抗 力を阻害す るよ うな こと

が起 こって いるので は,と 懸念 させ る事実であ る。

在 日外国人結核 は,欧 米で はこの ような患者がそれぞ

れの国全体 の患者 の数十%に なって いるのに対 して,わ

が国ではいまの ところ1%に もな らない。国際化す るわ

が国では今後,確 実 に増 え続 ける ことであろ う。関係者

がいたず らに不安 や偏 見を抱 くことな く,最 善 の医療 が

これ らの患者 に与え られ るように方 途を さぐるべ きであ

ろう。

さ らに,森 氏 は,現 今 の結核対策の矛盾点 と して,

(1)　結核問題 の小 さい所(地 域 ・職域)で 管理が良 く,

大 きい ところでは悪 い。

(2)　進 んだ診 断 ・治療 の技 術 が適切 に使 われていない

(技術 と応用 ・普及 の乖離)。

(3)　総合化が必要なの に結核を扱 う従 事者 は専門化 ・孤

立化 して いる。
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(4)　世論 は結核 を軽視す る一方,い まだに不必要 に恐怖

や嫌悪 を持 っている。

ことなどを指摘 され た。

お わ り に

結核医療の現場か ら,今 日の結核行政 にお ける問題点

の提起を いただ き,行 政(結 核予防会,厚 生省)と の対

話の場 とす ることが,本 パ ネルデ ィスカッシ ョンの 目的

とす るところであ ったが,司 会者の不手際のたあ,そ の

目的 とす るところが叶え られなか ったの は,は じめに記

した とお りであ る。 重ねてお詫 び申 しあげたい。

各 パ ネ リス ト,ま た結核予 防会 森亨先生 の発言要 旨

は以上 に要約 した とお りであるが,下 部組織 は上部組織

の決定事項 を忠実 に守 り,実 施 する ことが第一義 である

とのわが国 の行政組織 ・社会構造 を反映 しての ことであ

ろうが,結 核行政 の実施面 での問題点へ の疑義 は出て も,

行政 の基本路線 に対す る問題提起 は少 なか ったと判断 さ

れる。 あえて,今 日のわが国 の結核医療 ・行政 をめ ぐる

問題点で,指 摘 され なか った事項を含 めての私見を集約

す ることと したい。

(1)　誤診 とその要因

最近,結 核 の誤 診"結 核 を他 の病気 と見誤 る"が 増

加 してい る。わが国で結核の誤診 が増加 して きてい る要

因 として は,以 下の事 実があげ られ る。

(1)　医学教育 ・卒後教育 におけ る問題

医師の全般 的資質 ・意欲 の低下 は別 として,結 核 への

関心 が薄 れた ことが大 きな要 因である。 その理 由と して

は,結 核治療 が外来 中心 とな ってきているため,病 棟 の

廉価 な労働力 と して位置づ け られる傾 向のあるわが国 の

研 修医"若 手 医師"が 結 核患者 にふれ ることが少 ない

ことが挙 げ られ る。結核病棟 の規制 のために結核患者を

収容 して いない大学病院,教 育関連病院が多 いことも大

きな要因で ある。

また,日 本結核病学会の存在が若手医師への結核教育

の大 きな阻害因子 とな って いる。若手医師 は日本胸部疾

患学会に参加 して も,直 接医療に関係のない話題の多い,

マ ンネ リ化 した話題の多い結核病学会 には参加 しない。

結核病学会 と胸部疾 患学会 の合 同が早急 に行 われ るべ き

であ る。

(2)　結核病棟 の存在

医療法 による結核病棟 の規制 が,医 師,特 に若手医 師

の結核 への特殊視,無 関心 をよんでいる。結核菌 の感染

力,強 力 な化学療法 の普及 を勘案す ると,結 核病棟 の必

要性はもはやない。 このよ うな規制 は廃止すべ きで ある。

結核病棟 の存在 は医学教育 における弊害 となって いるだ

けで な く,合 併症 のある結核患者 の医療上の大 きな障害

となって いる。

(3)　結核菌検査 の問題

現在 の健康保険 における結核菌検査 の点数 の低 さ(塗

抹 ・培養 で2,300円)と 結核菌検査 を危険視す る風潮か

ら,結 核菌検査 は外注 されて いる施設が多 い。個人的経

験で は,外 注検査 にお ける結核菌検 出率 は施設内検査の

1/3程 度で ある。

(2) BCG

BCG,特 に現行 の乾 燥 ワクチ ン,の 確実な有効性を

示 す証拠 はど こにもな い。BCGは,半 世紀前,ス トレ

プ トマイ シン出現以前の結核 に対 す る何 らの有効な手 段

がない時代 に,癌 の免疫療 法,成 人喘息におけ る経 口抗

ア レルギー薬療法 と類似 の考 え方,有 効性 を根拠 として

開始された結核の予 防手段 である。 欧米 の先進諸 国では,

BCG接 種 は,は るか以前 に廃止 されている。結核 の激

減 したわが国 で,い まなお継続 する理 由は見 出され難 い。

また,本 来BCGは,理 論的 に初感染結核へ の有効性

を期待 されて開発 された技法で ある こと も意識 しておか

ねばな らないことで ある。

(3)　結核 の集団感染 ・集団発病

結核が ここまで激減 したわが国で は欧米 と同様,結 核

菌の集団感染が ときにみ られ ることは当然であ る。特別

な ことで はな いし,問 題にな ることで もない。結核の集

団感 染を集団発病 のよ うに強調 す ることは意 味のない こ

とであ る。 ま してや,こ のよ うな事実 を もって結核対策

の強化 を叫ぶのは何 の意 味 もない ことである。 む しろ,

た とえ集 団発病 が起 こって も,外 来治療 で社会 的生命 を

損 な うことな く治療 できる時代 である ことが強調 される

べきである。

(4)　結核医療費

結核 の激減 した今 日,結 核医療費 の国民総医療費 に占

める割合 はきわめて低 い。結核医療 には社会防衛的要因

が大 きい以上,医 療費のすべて は公的負担 と し,現 行の

複雑 な負担区分 は廃止すべ きで ある。

結核医療をめ ぐる問題点,今 後の結核対策を総括 して

みれば,大 きく指摘 され ることは,現 在の結核対 策 ・結

核行政 が時代 に適応 していない とい うことであ る。第2

次 世界 大戦 後47年,わ れわれを取 り巻 く社会環境,生

活環境 労働環境,医 療環境 には大変動 が もた らされて

いる。 これ らの変化 に対応 した結核対策 でなければな ら

な い。 しか し,現 実 に今 日のわが国 における結核対策 は

1947年3月17日 に連合軍総司令部 よ り発せ られ た結核

対策強化 にかんす る覚書 をうけて1951年3月31日 に全

面改正 され た結核予防法が ほぼその まま基幹 となって い

る。時代 に対応で きる代物で ないことはだれの眼 にも明

らかで ある。医療方針の変更 はただ ちに医療機関,医 療

従事者の利害 に影響を及ぼす ものであ ることは確かであ

る。 しか し,結 核 検診,BCG接 種 にみ られ るよ うな膨

大な無駄遣 い,医 療費の高騰化を きた してい る今 日もは
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や許 され るべ きもので はないで あろう。

結核 に限 ったことで はない。疾患対策 と して の医療行

政 にはその時代,時 期 に必要 な施策 が必要 であ り,同 時

に不必要 な施策 は廃止 すべきである。万分 の一 の可能性

を強調 しての,現 体制の堅守 は医療費,社 会保障費の高

騰化,ひ いて は国民の税負担の増加を きた し,国 家 とし

ての活性化 の喪失 に連 なることは,最 近数年間 にお ける

社会主義国家 の崩壊 をみて も明 らかで ある。
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